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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成22年1月14日(2010.1.14)

【公表番号】特表2009-518314(P2009-518314A)
【公表日】平成21年5月7日(2009.5.7)
【年通号数】公開・登録公報2009-018
【出願番号】特願2008-543578(P2008-543578)
【国際特許分類】
   Ｃ０７Ｋ  16/24     (2006.01)
   Ｃ０７Ｋ  16/28     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  45/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  37/06     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  43/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  39/395    (2006.01)
   Ａ６１Ｐ   1/04     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  17/06     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  29/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  35/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  38/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  31/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  35/02     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  19/02     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  19/06     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  17/02     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  25/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  17/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  11/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ   5/18     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ   3/10     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  27/02     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  21/04     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  37/08     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０７Ｋ  16/24    ＺＮＡ　
   Ｃ０７Ｋ  16/28    　　　　
   Ａ６１Ｋ  45/00    　　　　
   Ａ６１Ｐ  37/06    　　　　
   Ａ６１Ｐ  43/00    １１１　
   Ａ６１Ｋ  39/395   　　　Ｎ
   Ａ６１Ｋ  39/395   　　　Ｄ
   Ａ６１Ｐ   1/04    　　　　
   Ａ６１Ｐ  17/06    　　　　
   Ａ６１Ｐ  29/00    　　　　
   Ａ６１Ｐ  35/00    　　　　
   Ａ６１Ｋ  37/02    　　　　
   Ａ６１Ｐ  31/00    　　　　
   Ａ６１Ｐ  35/02    　　　　
   Ａ６１Ｐ  19/02    　　　　
   Ａ６１Ｐ  19/06    　　　　
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   Ａ６１Ｐ  29/00    １０１　
   Ａ６１Ｐ  17/02    　　　　
   Ａ６１Ｐ  25/00    　　　　
   Ａ６１Ｐ  17/00    　　　　
   Ａ６１Ｐ  11/00    　　　　
   Ａ６１Ｐ   5/18    　　　　
   Ａ６１Ｐ   3/10    　　　　
   Ａ６１Ｐ  27/02    　　　　
   Ａ６１Ｐ  21/04    　　　　
   Ａ６１Ｐ  37/08    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成21年11月18日(2009.11.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
（ａ）３Ｆ１１．３（ＡＴＣＣアクセッション番号ＰＴＡ－７３１２）、ハイブリドーマ
１１Ｈ４．４（ＡＴＣＣアクセッション番号ＰＴＡ－７３１５）およびハイブリドーマ８
Ｅ１１．９（ＡＴＣＣアクセッション番号ＰＴＡ－７３１９）から選択されるハイブリド
ーマにより産生される抗体；
　（ｂ）（ａ）の抗体の親和性成熟型；
　（ｃ）（ａ）または（ｂ）の抗体の抗原結合フラグメント；または
　（ｄ）（ａ）、（ｂ）または（ｃ）の抗体のヒト化型；
である、ＩＬ－２２に特異的に結合する抗体。
【請求項２】
（ａ）７Ｅ９（ＡＴＣＣアクセッション番号ＰＴＡ－７３１３）、ハイブリドーマ８Ａ１
２（ＡＴＣＣアクセッション番号ＰＴＡ－７３１８）およびハイブリドーマ８Ｈ１１（Ａ
ＴＣＣアクセッション番号ＰＴＡ－７３１７）から選択されるハイブリドーマにより産生
される抗体；
　（ｂ）（ａ）の抗体の親和性成熟型；
　（ｃ）（ａ）または（ｂ）の抗体の抗原結合フラグメント；または
　（ｄ）（ａ）、（ｂ）または（ｃ）の抗体のヒト化型；
である、ＩＬ－２２Ｒに特異的に結合する抗体。
【請求項３】
自己免疫障害を処置するための組成物であって、該自己免疫障害が関節炎ではなく、該組
成物がＩＬ－２２のアンタゴニストを含む有効量の薬学的処方物を包含する、組成物。
【請求項４】
前記ＩＬ－２２アンタゴニストがＩＬ－２２に特異的に結合する抗体である、請求項３に
記載の組成物。
【請求項５】
ＩＬ－２２に特異的に結合する前記抗体が請求項１に記載の抗体である、請求項４に記載
の組成物。
【請求項６】
前記ＩＬ－２２アンタゴニストがＩＬ－２２Ｒに特異的に結合する抗体である、請求項３
に記載の組成物。
【請求項７】
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ＩＬ－２２Ｒに特異的に結合する前記抗体が請求項２に記載の抗体である、請求項６に記
載の組成物。
【請求項８】
前記ＩＬ－２２アンタゴニストがＩＬ－２２ＢＰである、請求項３に記載の組成物。
【請求項９】
前記自己免疫障害が炎症性腸疾患である、請求項３に記載の組成物。
【請求項１０】
前記自己免疫障害が乾癬である、請求項３に記載の組成物。
【請求項１１】
前記ＩＬ－２２アンタゴニストがＩＬ－２２に特異的に結合する抗体である、請求項１０
に記載の組成物。
【請求項１２】
ＩＬ２０Ｒａに特異的に結合する抗体、ＩＬ２０Ｒｂに特異的に結合する抗体、およびＩ
Ｌ－２２Ｒに特異的に結合する抗体から選択される少なくとも１つの抗体をさらに包含す
る、請求項１１に記載の組成物。
【請求項１３】
前記ＩＬ－２２アンタゴニストがＩＬ－２２Ｒに特異的に結合する抗体である、請求項１
０に記載の組成物。
【請求項１４】
ＩＬ－２２に特異的に結合する抗体、ＩＬ２０Ｒａに特異的に結合する抗体、およびＩＬ
２０Ｒｂに特異的に結合する抗体から選択される少なくとも１つの抗体をさらに包含する
、請求項１３に記載の組成物。
【請求項１５】
炎症を処置するための組成物であって、該炎症が関節炎の炎症ではなく、該組成物がＩＬ
－２２のアンタゴニストを包含する、組成物。
【請求項１６】
前記ＩＬ－２２アンタゴニストがＩＬ－２２に特異的に結合する抗体である、請求項１５
に記載の組成物。
【請求項１７】
ＩＬ－２２に特異的に結合する前記抗体が請求項１に記載の抗体である、請求項１６に記
載の組成物。
【請求項１８】
前記ＩＬ－２２アンタゴニストがＩＬ－２２Ｒに特異的に結合する抗体である、請求項１
５に記載の組成物。
【請求項１９】
ＩＬ－２２Ｒに特異的に結合する前記抗体が請求項２に記載の抗体である、請求項１８に
記載の組成物。
【請求項２０】
前記ＩＬ－２２アンタゴニストがＩＬ－２２ＢＰである、請求項１５に記載の組成物。
【請求項２１】
前記炎症が自己免疫炎症である、請求項１５に記載の組成物。
【請求項２２】
前記炎症が皮膚炎症である、請求項１５に記載の組成物。
【請求項２３】
前記炎症が慢性炎症である、請求項１５に記載の組成物。
【請求項２４】
腫瘍進行を阻害するための組成物であって、該組成物がＩＬ－２２のアンタゴニストを含
む有効量の薬学的処方物を包含する、組成物。
【請求項２５】
前記ＩＬ－２２アンタゴニストがＩＬ－２２に特異的に結合する抗体である、請求項２４
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に記載の組成物。
【請求項２６】
ＩＬ－２２に特異的に結合する前記抗体が請求項１に記載の抗体である、請求項２５に記
載の組成物。
【請求項２７】
前記ＩＬ－２２アンタゴニストがＩＬ－２２Ｒに特異的に結合する抗体である、請求項２
５に記載の組成物。
【請求項２８】
ＩＬ－２２Ｒに特異的に結合する前記抗体が請求項２に記載の抗体である、請求項２７に
記載の組成物。
【請求項２９】
前記ＩＬ－２２アンタゴニストがＩＬ－２２ＢＰである、請求項２４に記載の組成物。
【請求項３０】
生物学的系におけるＩＬ－２３媒介シグナル伝達経路を刺激するための組成物であって、
該組成物がＩＬ－２２アゴニストを包含する、組成物。
【請求項３１】
前記ＩＬ－２２アゴニストがＩＬ－２２である、請求項３０に記載の組成物。
【請求項３２】
生物学的系におけるＩＬ－２３媒介シグナル伝達経路を阻害するための組成物であって、
該組成物がＩＬ－２２アンタゴニストを包含する、組成物。
【請求項３３】
前記ＩＬ－２２アンタゴニストがＩＬ－２２に特異的に結合する抗体である、請求項３２
に記載の組成物。
【請求項３４】
前記ＩＬ－２２アンタゴニストがＩＬ－２２Ｒに特異的に結合する抗体である、請求項３
２に記載の組成物。
【請求項３５】
ＴｈＩＬ－１７細胞機能を刺激するための組成物であって、該組成物がＩＬ－２２アゴニ
ストを包含する、組成物。
【請求項３６】
前記ＩＬ－２２アゴニストがＩＬ－２２である、請求項３５に記載の組成物。
【請求項３７】
ＴｈＩＬ－１７細胞機能を阻害するための組成物であって、該組成物がＩＬ－２２アンタ
ゴニストを包含する、組成物。
【請求項３８】
前記ＩＬ－２２アンタゴニストがＩＬ－２２に特異的に結合する抗体である、請求項３７
に記載の組成物。
【請求項３９】
前記ＩＬ－２２アンタゴニストがＩＬ－２２Ｒに特異的に結合する抗体である、請求項３
７に記載の組成物。
　
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０３３７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０３３７】
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【化４】

　寄託は、特許手続きのための微生物寄託の国際認識に関するブダペスト条約の規定およ
びとそれに従う規則（ブダペスト条約）に基づいて行なった。これは、寄託日から３０年
間生存培養物の維持を保証する。細胞株は、ブダペスト条約の条件にしたがってＡＴＣＣ
により利用可能とされ、（ａ）培養物を利用する機会は、特許出願の係属中、長官により
３７ＣＦＲ§１．１４および３５ＵＳＣ§１２２に基づく資格を与えられた者に可能とな
ること、（ｂ）このように寄託された培養物の公共への利用可能性に対するすべての制限
は、特許付与と同時に取り消しできないように解消することを保証するジェネンテック社
とＡＴＣＣとの合意に制約される。
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